
管理者2021/11/1517:43編集済み 、

導入修習期間中（即日起案日を除く。 ）は， 出席簿を利用して当日の出欠確認を実施しますので，講

義に参加する当日の朝’限目の講義の開始までに､ ［一‐二1当日の’限目のに＝=~－‐三一・二豆

壱
一
一

|こ－℃了一二一一~一rl ｢出席簿」にアクセスし，出席登録をしてください。

なお， 2限目以降については，出席簿を登録する必要はありません。

I 了 ？.I|



移転届の提出について（分野別実務修習に伴う移転） ×

g

担当部署A
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タイトル☆

移転届の提出について（分野別実務修習に伴う移転）

連絡顔項本文

分野別実務修習に伴う移転給付金の支給を受けるには， 「移転届」を期限までに提出する必要があります。採用内定時

の住所又は居所から分野別実務修習地への移転が完了した方は，移転届をすみやかに郵送してください（分野別実務修
習の開始前であっても，提出力同能です） 。

【提出期限】 12月21日（火）必萱

【提出先】〒351－0194

埼玉県和光市南二丁目3番8号司法研修所経理課経瑠系

※提出が期限を過ぎた場合には，移転給付金は支給されませんので，注意してください。

表示数を減らす

画

〆切日・実施日

2021/12/21

g

リンクの有無。
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リンク2

リンク3



く郵送の場合＞

〒351-0194埼玉県和光市南二丁目3番8号

●提出先

司法研修所経理課経理係(本館1階）

BO48-235-8973(直通） し,左記の係宛てに送付する。

※提出期限は,各修習の開始の日の翌日から起算して7日以内(必着)。期限後に提出された場合，

原則として,支給できません。

年 月 日

司法研修所長殿

第 期司法修習生

（ 組 番 修習地： ）

氏名

連絡先

移転届（給付金関係）

修習（口導入修習口分野別実務修習口集合修習口選択型実務修習）に伴い

住所（又は居所）を移転しましたので，司法修習生の修習給付金の給付に関する規

則第1 1条の規定に基づき届け出ます。

なお，移転の実情について， 下記のとおり申述します。

記

1 旧住所

口自宅等口賃貸住宅口司法研修所の寮

（

2現住所

口自宅等口賃貸住宅口司法研修所の寮

（ ）

(移転日 年 月 日）

証明する書類

口旧住所につき，賃貸借契約書の写し等を「住居届（給付金関係） 」に添付

し提出（済み・ 予定）

口現住所につき，賃貸借契約書の写し等を「住居届（給付金関係) jに添付

し提出（済み・ 予定）

3

※該当する□に〆を付し，必要事項を記載する。

※自宅等に該当する場合，実家，親戚宅，本人所有など詳細を（ ）に記載する。

※司法研修所の寮に該当する場合，寮名・棟・部屋番号を住所欄に記載する。



|記載例’記載例

○○年○○月○○日

司法研修所長殿

第○○期司法修習生
〆

吟
氏名の記入を忘れずに。

連絡先は，日中確実に連絡

可能な番号を記入する。

（○○組○○番 修習地：○○○）

氏名司法太郎
、

連絡先090-○○○○一○○○○

移転届（給付金関係）

修習（口導入修習図分野別実務修習口集合修習口選択型実務修習）に伴い

住所（又は居所）を移転しましたので，司法修習生の修習給付金の給付に関する規

則第11条の規定に基づき届け出ます。

なお，移転の実情について，下記のとおり申述します。

扉『
妻繼奎菫簾舞鷺鍵］

務修習に伴い移転した場合の

採用内定時の住所を記載する。

1 旧住

図自宅等口賃貸住宅口司法研修所の

さいたま市○○区××町6－7－8

現住所

口自宅等回賃貸住宅口司法研修所の寮

大阪市××区○○町1－2－3－405

2

（ ）

(移転日 ○○年○○月○○日）

証明する書類

口旧住所につき，

し提出（済み

図現住所につき，

3

賃貸借契約書の写し等を「住居届（給付金関係） 」に添付

予定）

賃貸借契約害の写し等を「住居届（給付金関係) jに添付

し提出（済み
、

’
移転届に｢証明する書類｣の添付は原則不要。

住居届に添付した場合は,該当する□に咳を付

し， （済み･予定)のいずれかに○をする。
ノ

該当する□に"を付し，必要事項を記載する。

自宅等に該当する場合，実家，親戚宅，本人所有など詳細を（ ）に記載する。

司法研修所の寮に該当する場合，寮名・棟・部屋番号を住所柵に記載する。

※
※

※



×実務修習結果簿について

g

掲当部劉‘

調査係

ヨ

発出日

2021/11/15

".＝
'一

面知対敵。

|i _訓
画

タイトル・

実務修習結果簿について

遡終事項本文

実務修習結果簿のデータ（検察修習部分の書式を除く。 ）を配布します。

実務修習結果簿は，表紙に記載された注意事項のほか，情報セキュリティルールを十分に理解し，これらに従っ

’
て適切に取り扱ってく臆さい｡I - ｡"‐ ‐~…,〒． －.~~~‐ ‐‐'－一‐－－

海一 ℃=－－－－－‐－－ゞ
作成方法は，書式データを使用して直接入力する方法または書式データを印刷したものに直接記入する方法のど

ください。

､ 二一 一一

ちらでも構いません。検察修習部分の掛式データについては，検察修習の指導担当官の指示に従って入手してく

ださい。

なお，実務修習結果簿を綴じるためのレール式クリアフアイルは， 11月12日に各修習生宛に発送していま
す。綴じ枚数が少ない場合には書類が抜け落ちやすくなっているので，紛失することがないよう慎重に取り扱う

ようにしてください。また，記載内容が他者の目に触れやすくなることを防ぐため，表紙及び雲表紙についても
必ず印刷して使用してください。

表示数を減らす

圃

〆切日・実施日

ここに値を入力

g

リンクの有無。

三

リンク1

75期実務修習結果鰯

リンク2

リンク3



実務修習結果簿
作成上の注意

l ,l；前に，災i労修習結果簿（以卜． 「結果緯」 という．）の表紙の所定側に担当教'尚.の氏名・ I'1LLの

fll ･番号・氏名・配屈地・修習順序を漏れなく記入しておくこと、

2結果簿は， 各配賦庁会における修習の終了IIに指導批判'I1. (者）の検印を受けた'二で提III-j-る

,Z､要があることから，記入すべき事項は平素から整理しておくこと

3(l)書式データの様式は改変しないこと。

(2)余白がなくなったときは, imlll:A4の紙（コピー用紙等）や未記入の書式データを用いるなど

して，新たなヘージを作成すること.その際は，枝番を付したページ番号･を記載し （例: 10-

l, lO-2) ,ヘージの述続性をIﾘlらかにすること，

4 民事裁判修習期間1 ' 1に冊ll裁起案をirった場合など， 本来の配属庁会での修習!UIIHl中に，他の実

務修習をした場合は， 、11該修習期間に係る結果簿の「その他j欄にその結果を記依する二と

5 i記入にき'iたって不!ﾘlな点があれば，指導ｷll当'旧. (者） 又は担当教'I:1.に質問すること」

6(l)各配脚i:会での修料終j'日に，修習結果を記粒した結果簿を，修御生各FIで|擶導担当官（舌）

に提州して険印をもらうこと （指導担当官（者）の氏瑞棡は，修脅AI令各自が記入すること_ )"

(2)検印を受けた後，修群生各|坐|で を1

部コピー(A4の紙等倍両面コピー） し， 各配属庁会での修習終rIIに，修習事務拙当背･に

提出すること （配屈庁会において提出されたコピーを取りまとめて両I法研修所に送付する必要

があるので，提出期限を厳守す-ること‐）‐使用するコピー機については，各配属庁会又は指導

拠当官（州の指,jﾐに従うこと

7導入修習チェックシートは作成後速やかに保管用の写しを本表紙の直後に綴ること。選択型実

務修習計画書は作成後2部コピーし, 1部は第4クール分の結果輝のコピーと併せて配属庁会

に提出し， もう1部は結果簿の末尾に綴ること

8結果簿は，配布されたレール式クリアファイルに表紙・製表紙と‘ともに綴り，紛失汚撹に注意

して保管すること

※記載された内容は， 両l法修習の在り方等を検討するために使用寸一ろ場合がある；

令和3年度（第75期）

配属地 修習順li･:

～ ～ ～

氏名 研修iﾘ『

組 蒔

iil法研修所

数宮氏′I

民：lf鼓判 刑事裁判
語
楽
竜

誤
挺
珂検 民事弁護 刑事弁誰



選択型実務修習計画書の写しをこの

ページの直前に綴ってください。



民事裁判修習

1 起案

-1-

配鵬部

指弾胆J1

厳、|;II 71.

検 ｢:|j

令和3年座（ 』 75〃|）

修群地

組 訴

氏71

修習期間

令和 年 月 日から

年fロ 月 「I まで

ｸ〈席| |数

H

配屈部

指導担''1

裁 、|ill ′向．

氏 ギ I

番

号
ｻ件瑞／哩案ﾙﾘ瞳噸 検ji･l事唄及びそリノ結果概要

1

事{'|:名：

ロサマリー・ライチィンク

口争点1階理/口調:'だ認定

□|ill決,世籠

、争点催理/口事'ﾒﾐ認定

(口対ﾉﾙ'j/口欠席/口公示送j茎）

(ロ全_と/□ ・部）

ロリサ．． -．チ． ，､､－′<---

□fII解粂項

口既済記録･ ll誉習記録を{$EI11

械討'1#項：

検討結果：



(注） 間研,紀案は， 「5 そ(ﾉ)仙」に記入すること

－2－

11:件f1 ：

［
轡 サー､・ Ij－・ラィチィンク

ロ7}.'A(|悠蝿/口二淑擢認定

口判i妬陞裳

n争点'終理/□*実認定

(口吋I術/口欠席/口公'1も進jf)

(口術t/D ･部）

nlj -Iノーーチ・ ‘へ－′、一

ロドl 1解袋頃

口肌流記録・修習記録をi1lilil
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11:|'|:*, ：

□･Iﾅ･マIj --･ライティング

□'向点蜷理/口事'だ認定

□|:l1決起案

□'『I点耀理/ロ事実認定

(口吋席/口欠席/コ公示送進）

イロ全文/□ ・部）

| 1リサーチ・ベ－′､－

pfll解条項

口既済記録・修習記録を使川

項
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ロ争点'終理/口小実認定

ロドl1"&!腿案

ロイ}点整理/□1f実認だ

(口郎|席/口欠席/口公,1t送述）

<'口全文/□－部）

弓リ-i)･一チ。 、､一一′、一

Dfll解条項

口既済記録・修習記録を仙川
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Cf･､′ Iノー・ライティング

ロザレ点整理/口事実謡,ビ

コ|;Iﾊﾒを起案

口争点整理/口事実認定

(U吋席/u欠席/口公,】《jとj堂）

(□f虻/□ ．部）

ロリサーチ・ヘーハーー

口fl l解条項

口既済記録・修習記録を他111

険討･帝喰：

険討結製：



2法廷傍聴等

－3－

番号一 手続 検討事項 検討結果等

1

2

3

4

5

6

7

8



(注） 傍聴については，記録を読んだ上で問題点を検討して傍聴に臨んだものや，傍聴後に問題点につい

て検討したものに限って記入すること「検討結果等j燗には，検討結果や指導担当裁判‘白･から指導さ

れた内容弾を記入す-ろ．

－4－



3特殊事件。特殊手続等

（1） 保全・執行・倒産

①保全

②執行

③倒産

(注） ①～(3について，講義等において事件記録')検討を行った場合には， 「識義」と「事件」の両ﾉを

チェックL,検討を行った事件記録の|'|:数を記人寸~ること#

－5－

□,櫛義

口事件（ 件）

講義・修習した事件の|ﾉ1界・検討結果等

口講義

口事件（ 件）

講義・修習した事件の内容・検討結果等

口講義

口半:件（ 件）

識義・修謝した事件の内容・検討結果等



(2) 特殊事件（行政，労働，商事手形、知的財産権等）

(3) 特殊手続（検証裁判外での証人尋問，証拠保全，書記官事務等）

－6－

事件の種類 検討事項及び険討結果等

手続の種類 検討事項及び検討結果等



4研究，講義見学等

－7－

咽
〆、 目 検討事項及び検討結果等



5その他

(注） 修習内容等の棚には， 具体的な修習内容，感想等を記入する

通'向:各梛1の大きさを定及)， 1件ごとに横線により区切ﾚ)を設ける

l

ワ
ー

－8－

J1：「
〆、 日 修習内容等



6振り返り

(注） 導入修課チェックシートの記裁を見直し，導入修課II!に感じた自己の課題について， 分野別実務修

課を通じて課題を感じた事項に変化があったか奔か，新たに感じた課題も含めそれらの課題について

分野別実務修習や|荷|期間I|'の自学自修でどのように取り組んだかを振り返り，課題を解消できた程噛

や残された課題等についても記粒してください＝

－9－

課題を感じた11:項 修習中の取組内容等



刑事裁判修習

1 起案

－1 0－

令和3年度（第75期）

催料地

組 番

11;淵

配属部

指導＃1当

裁判官

検 印

令状報:拷

指導扣''1

鮫 、卜ll #H.

検 印

修習期間

年令和 I1 R から

令和 年 11 H まで

欠席日数

日

配属部

指導扣当

裁
氏

lill 宮

･11

令状事務
指導担当
氏 名

番号 事件名等 検討海項及びその結果概要

1

事件名：

口既済‘記録を使川

険討頚:項：

口串:実認定上i/)問題口鼓刑”問題口手続l〃)問題□そ{ﾉ)他

検討結果：
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Ｓ
言

琴
何
評
一
塞
酷
宰
猴
』

誘
理
埋
贄
澪口

蜑
隈
謎
爵
言
ｓ
韮
鰯
口
郷
室
ｓ
宝
悶
口
淵
議
一
息
）
圭
侭
口
岬
Ｓ
官

謬
翌
．
茅
米
”

謬
理
鵲
晨口

豊
、
減
謎
制
言
ご
至
霞
口
鐸
菫
ｓ
至
匿
口
討
謙
一
細
Ｓ
至
億
□
岬
ら
壱

悪
奎
講
潅

落
理
鵠
温
淳
員
鎌
Ｓ
妻
謡
塞
飼



2問題点を検討した手続傍聴

-12-

番号 事件名//手続(ﾉ)砿類 検討事項及びそげ)結果概要

1

事件f, ：

口雄1§||員織判対象事'1：

口公判前‘幣理手続口公.|;ll鮮叫！

口評縦□そり)他［

｣

検討事項：

険討結果等：

2

事件ff, :

口裁判員栽判対象事件

口公半l1前整理手続口公判審理

口評i篭□その他［

1

検討事噸：

検討結果等：

3

事件名：

口栽判貝殻判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□そ")他 I

｣

検討事項：

検討結果等：

4

事件名：

口裁､トll員裁判対象制'|:

口公|&ll前繁即手続口公判審理

口評議□ ご

季
一 他I

’

検討＊項：

検討結果等：

5

説:件名：

口哉判員栽判対象事件

口公判〃ij盤理手続口公判審理

口評議こぞ〃)他【

）

険討甥項：

検討結果律：



－1 3－

番号． 堺件名/手続の睡顔 検討事項及びその結果概要

事件名：

口織判員披＆ '1対象州1：

口公判前蜷理手続口公判群蝿

口評議□そ,/)他（

］

検討邪:項：

検討結果等：

訴件ギ! ：

口鮫判員披fll吋象事件

口公判前轆理下続口公判‘蒋班

口誹議□その他I

）

険討･事項：

検討結果等：

事件名：

ロ裁判員裁判対象事件

口公判前整蝿乖続口公､ド||審理

口評議□そり)他I

I

険討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前幣理手続口公fil審理

口評議□その他I

］

検討事項：

検討結果等：

判'卜名：

口披判員織判対･象争:件

口公判前幣理手続口公判審理

口評議□そり）他I

｣

険討覗項：

検討結果等：



（
薦
）
岸
蕪
雲
ｓ
彗
森
両
室
霞
府
労
が
鵠
侭
時
霧
評
言
浄
鵜
三
池
両
一
軍
伽
》
州
闘
〆
斗
が
Ⅱ
次
」

唾
愁
咲
寺
が
口
畔
等
、
人
（
半
階
り
理
、
寺
が
川
岐
制
謙
ｓ
認
慧
敏
「
部
Ｓ
筐
」
時
串
旧
・
ゞ
ご
↑
計
蕊
吟
両
寓
』

Ｓ
卦
一
ご
〔
〕
壼
満
糎
書
云
隷
甜
謙
ｓ
闘
監
時
制
戸
４
，
が
》
才
芹
制
毒
冥
望
凱
ロ
〆
４
１
が

い
「
毒
郵
壽
潟
蕊
」
壼
両
拝
．
憲
辿
・
毒
潅
ぞ
蒜
轆
置
雌
簿
菫
睡
号
鈩
蒜
抵
墜
一
汗
二
莪
轆
群
謝
〆
斗
が
”

ｰ

.←

‘ヤ

魂
叩

卦
壽
式
』

口
薄
菫
皿
難
菫
彗
婚
剴
壽

口
吟
圭
一
茸
講
隠
剥
謙
口
吟
菫
義
淫

口
鑿
難
に
岬
Ｓ
言
一

ー4

識
零
飛
晟

口
難
菫
諏
難
菫
竺
総
媛
二
”

に
瞭
菫
ヨ
祷
晨
‐
諒
謙
に
吟
菫
蕊
羅

口
当
熟
ロ
バ
‐
Ｓ
巨
一

ー

鵲

写
余

口
薄
菫
迩
薄
菫
蘂
鰭
掻
零

口
吟
菫
当
罐
窪
執
謙
□
け
童
謡
塁

口
鑿
熱
□
小
Ｓ
壱
一

ー

漫
零
表
一

口
難
菫
即
詳
菫
竺
．
鍵
蜑
壽

口
吟
菫
弐
蕊
患
擶
謙
口
陰
茎
蕊
塁

口
零
熱
ロ
岬
Ｓ
盲
一

L J

砦
零
奄
弓

口
鳶
菫
皿
薄
菫
竺
‐
蛎
蚤
零

口
吟
菫
雪
鱗
髪
詞
鳶
口
鯵
菫
謡
患

口
碧
黙
口
峠
ｓ
官
（

ー

斜
写
余
、
識
塞
弐
Ｓ
禽
蜜

藩
塾
鵠
愚
“

涛
理
誰
潅
蕊
』

悪
君LLC,

一二Vや

11F
雫凸も
ｰ

、冠
ロー■

口 ■

罫
辿
柔
潅
轆
塑

悪
輩
掛
愚
蛆

葺
司
ユ
誰
韮
媚
轆
酌

謬
裂

輿
》昌
凸 ●

謬
塾
壺
潅
轆
蝿

悪
辿
．
鵲
忌

憲
郵
妻
濯
鵠
恥

藩
型
．
鵲
飼
洋
曼
永
Ｓ
妻
濯
菫
噸



3令状事務

１い
色
毛
ｊ
Ｊ
■
０

グ

ロ

８

０

、

、 壇l l側には， 「令状11:勝に間する!荷義｜ 「勾{Wi'i求記録の検討．及び勾{Wf!州手続の傍聴｢)I'|:｣ /I:

どと，修習の睡頬を!↓体的に記入するただし， 勾留質問手続の僻聰については， 『氾録をi沈んだ

|:-で問題点を検j;､lL－ご僻聴に臨んだものや傍聴後手続等の問題点;こついて検討したもり)に限=，で

そり)|'|:数を証人言|-ろ

唄'1にj是り適向各側し') ﾉくきさを定め, l件ごと;こ樅線によし) l切ﾚﾉを,没ける

令状調:務に関して1世案を↑jった場合には1にI泄人する，

･ノ
ー

◆J
qJ

4模擬裁判

I淡辿1する□をすべてチェ･ソクする二と

選択ﾉIJ修習における模擬哉.|;llプログラムはここに｢;d人しないこし

(注） ３
０
１
叩
全

－15－

』･I'j
〆~ t! 検『;､|['1項及びその結果慨‘鹿

州'|量名／手続)極馳 役削及び問題と左/ﾉた1i:IfI,ﾉ)概要

事件71 ：

口公§|;ll llill"I! u公判ロ評縦□.卜ll ill

口険察官コか識人口裁判官口証ﾉ、 口被告ﾉ、 □そ．”他

間迩となったり;:噸：

謡|'|言71 ：

口公|illIii燃蝿口公*|| 口評錠□|:lli.ll

口検察n. □かi池ﾉ、 口織判官．$;1I;ﾉ、 口被許ﾉ、 □そL/)他

|削題とな＝,た'11:JI( :



5 その他

項I=111ilにIj:, 「問題研究」 「 jlド記官事務に|蝋ける講義jなど，修詞の|ﾉ､l '祥が分かるように記入す

る”

jrIIIにl勇り適宜各柵II/)ﾉくささを定め, 1 1'に､とに樅線に｣ﾐ ﾚ)区Ujりを没ける

修稗′|か''1韮的に行')勉強会におい-ご抜・'11'R･から協ﾉﾉ ・指導等を得た場合には， そゾ)旨が分か

る-kうに‘泄人する

(i#i4) 1

.〉ー

，〕
4J

-I (う－

｣1’l l l 検討･ 'l"!及びその結果l1叶奥



6振り返り

(注） 禅人{'評イチェックシーl､ !〃1記敬を見直し，禅人修禅中に感じた〔|己,ﾉ)裸迦につIw ､て， 分野別実務修

群を.i血じて課題を感じたりi:域に変化があったか汗か， 新たに感じた諜迦#,”’)それらぴ)諜迦について

ｸﾉﾘ!j:WI|実務修習や1両|期llll ' | !y)I｣| '"j::自修でどのLうにll2り組んだかを振り返り， ｛潔魎を解消-できたWI"

や妓された課題等について＃,記城してください

-17-

I澱迦を感じた無項 修習Il1の取糺llﾉ､l奔淳



家庭裁判所の修習

1 家事事件

-1 8-

配属部

指導官

検 印

修料期|間1

イド合fI I 月 ’三｜ から

年令和 〃 l l まで

欠席日数

II

配属 部

指導官

氏 堵

r百
一、 目 問題となった事項



(注) ｣EIFI IMIには，瀞.|fl1傍聴， 訴訟傍聴，調停傍聴、 ノ起案，洲従立会い，講義，研究会， 兇'予:等を記

入し， 問題となった事項棚には， 彌件や識義等の概要及び問題となった事項に関する検討結果や

指導扣当故判官かi､,指導された内容等を具体的に記入する、

-19-

炳
一、 目 問題となった事項



2少年事件

(注） 項H欄には，聯卜ll傍聴，起案，洲奇立会い，識義，研究会， 見学笄を記入し，問題となった覗

項欄には，事件や講義等の概要及び問題となった事項に関する検討･結果や指導担当裁判官から指

導された内容等を具体的に記入する，

－20－

配屈部

指導'R･

検 印

修調期間

年令和 11 H から

年令和 月 日 主で

欠席日数

H

配属 部

尚
子

４
１
Ｊ
上
旧
Ｉ

』 ､

日

氏 名

項
一、 目 問題となった事項



弁護修習

I 民事弁護

1 法律相談（弁護士会， 自治体及び事務所等におけるもの)，交渉，受任等の立会傍聴

－28－

令和3年庇（第75期）

修習地

紺 爵

氏7，

指導 1

弁護1:検印

修習期間

年令和 月 ｜ ｜ か

合l 1 年 1l 日 まで

欠席'二|敬

|j

指導粗》11

弁護 士

氏 ヤ！

番号 相談内容等の概要 問題点とその検討結果



(iji) 1 番号燗に|土番号･を{､ l･し, 11案の内容にい) imi洛側の大きさを定ﾊﾉ), l l'|:ごとに横線によ{川人i

リルノを設ける、

2 1 i'|:ごとに, 1鳥旭される問題点及び聴IIX技術・弁護|倫理|蛍簿瞳した点呼について側.首し， そ

オい､)について斗蛸ij ･ 、II&後に険対した結果を犯人弓l.5｡

3 争訟事実（裁判}ﾘi又は抜.|;ll外紛争解決制嘆によしﾉ解決される法徽|:(/)紛ﾄ'|f案）以外の依！城

荷・顧問先等と！ﾉ)l･l.介せ#,記入する

-l 争訟事案ﾘ)当Wf･1!；との打合せば, 2(3)又は2(5)に記入する

2争訟事案（裁判所又は裁判外紛争解決制度により解決される法律上の紛争事案）

（1） 起案（訴訟・調停[民事・家事] ･ADR等の訴状・申立書・準備書面， 内容証明等）

－29－

孫り． 相談内容弾の慨嬰 問題点とその検討結果

1

Ｉ
″
ｒｌ

ｊ
４
１
ｊ

ｄ
８
．’

",f ･ '勝級

旭'斜/)稲緬

1；篭'ﾉ)慨‘甥

'だ|卿よ｜； ・手続法上の問題点

間迦!A(に･八、てi/)楡討結果， ，腿籠|:W ←
【11．
凸&巳､

‘ノ
ー

．'洲‘|: Ｉ

雁統・瀞級

1浬'蕊'ﾉ)繩

『1': 'だ,ﾉ)慨哩

英作仏|： ．手続法こび、)問迦点

間越11.(に/』いての械討結果， ，世篭l.IWgl_た点



鮫‘|§||所提出書Iniだけでなく ，依頼者へ{ﾉ)!WI I I '";!『苔，法的問題点に側言l-ろ検討メモ, I) -iﾉ･-一チ

ヘーハー等も含む

61'|:以｜を起案した場i'↑には，別紙に証人-|-ろ

尋問事項書竿､j/:i征に剛j)ろ起案は, (4)に肥人-gl-ろ．

(ii;) 1

リ
〕
⑪
』

－3（）一

；

&II:{'|:7I

""･ '蒜級

超'篭ﾉ)繩
●■

'II:'蕊iﾉ'慨甥

実体仏|： ．f統怯l:の問題,II,(

IIIl魍点についてり)検討
I

IL, !世'震|:IW意した点

4

‘|;:件も

f統・ '鮮級

樫'篭ゾ)M1

1；'裳'ﾉ)慨嘆

笈体法卜・手続法上げ)問題点

間I趣‘侭についての検討結蝋， ‘起案l刷意した点

動

'州'|:％

F統・瀞級

進'箱'ﾉ碓願

‘伽礁1ﾉ)慨嬰

災休仏|： ．手続法上り)問題点

問題1I.iに．〕いてiハ愉討結鵬， ，世嬬I:{Wgl_た点

‘|則'|:％

F統・蒋級

1世約/)W職

2|＃篭,ﾉ)慨甑

実体法’ ．. ． =F続法上")問題点

間迦!A(についての織討結果， ，腿'裳|､{W5!_た点



(2) 弁論等傍聴（口頭弁論‘弁論準備，和解，調停審判，審尋，裁判官面接等）

傍聴の前後に担山1弁護上から指導を受け，

ついて修習/I皇が学修をifった場合､に記入し，

ろ必要はない、

尋問を傍聴した場合'二は(4)に記入する”

1件ごとに，横線によし)〆切ﾄﾉを設ける←

(注) 1 あるいは事件の記録を| -分検討･するなど下統進行に

単.に法廷傍聴をしただけの場合は， この表に記入す

○
今
ｑ
〕

-31-

番号 事件紫 I 子 問題点 検討結果等



(3) 当事者との打合せなど

(注） 1り' ' 1間の打合せひ)ﾕﾑﾅ贋らず， 申立前の|'1.介せ， と|¥件終I･後の汀i今せも‘絶人-;一ろ

等|M1等の打合せも記入する

1件ごとに，横線によしﾉ |ｽ:ﾘj〃をI没ける

l

ワ
ー

3

－32－

蘇り． 打ち合わせた|ﾉ1祥等 問題点とそI/)検討結果



(4) 証人尋問等立証活動

①尋問事項書等立証に関わる起案

詳証の提Illの検討帷びに;II拠説明書腱ぴii推と;II拠の関係の轆蝿メモ(ﾉ)作成もここに記入言I-2)

人証;こ関する､‘′証i;|･ l'l'i,陳述善(/)作成， 冬州l '|;:1ri(ﾉ)検言､l･ (反対尋間の検,汁も含む).その他ﾉ､!;II

に附すろ検討と二れ'､)に悶弓|-ろメモの作成竿#)ここに記入する

既済事件ヴ)記録にj,!;")き起案を行った場合も記入する~

(派） １
１
ワ
］

Ｊ
Ｊ
■
Ｑ

② 尋問の傍聴及び尋問後の検討

(注) l 尋問の傍聴に際し '1;: liijに唯備した事項と， それを蹄支えてIﾉ)傍聴糸,'iﾘIL,感想，証ﾉ､尋問洲ilf'ﾉ）

縦I諏弊を記入言|･ろ

2 里li: |}ijに準備I_た{ll:｣.1'!について，起案柵lで犯人済みiﾉﾉ場合にはそI/)胃祀人-l.jlば足りる‐

－33－

『li:1j!:i'1 起案〔'）師緬 事案の概要・ ‘唾案内容 間迦,（､(とその検討結果等

[li:|'!:" I 争点 事前に準備した!II:｣.f( 傍聴結果等



(5) 保全・執行・倒産等

①保全

(it) 1 保ｲ剰州: (仮箙.|'|' ,仮処分，保全異議，保↑ﾐ1111i'jL)について, |:Il i淡ヘリ)立会い, 'l' ､!':｢l}:聯リ’

1浬案， 裁判'良.と(/)lili!淡ヘゾ) ､｣I:会い，担保金剛係雄勝禅を経験した場介にIt$ ここに記人言IZ,

2既済事:件の記録に)!§･づきIII立菩等の起案を行った場合も記入する

②執行

(it) 1 "(il:蛎件につい-,r, |:| |談･ -､ゾ)立会い, [II ,>: !｝僻の起案、執↑m.による納付しr) ,t会い茅を経験し

／こ場合'二は， ニニに犯人寸一ろ

2既済事件ﾘ)『氾鍬;ﾆﾙ§づきIi'な苦き;(/)起案を↑jった場合も記人寸-ろ

③倒産

(畑 l 倒産11:件について, 1:|l i淡へぴ)立会い, I I I ，ｹ: ,II:弾の起案，管財人,l端嘩， ′蒋尋期H,俵碓荷災全

‘ﾉ)傍聴等を経験した場i'γには， ニニに記入する

Z 既済顎:件ゾ)記録にli!;づきIII京書等‘/)起案をil:った場合#,記入する

－34－

1;:{'|2f I 手続 内容 間迦点及びそ(/)検討結果群 起案

1;:|'|:ヤ 1 手続 内容 |III題点及びその険討,'i果淳 起 篭

,li:I'|:% 手続 Iﾉ1容 llll組点及びその樅討結果群 起案



④その他（証拠保全等）

(油） 既済‘|;:|'|:の記録に腿づきIII ,7wI謀り)起案を11:った鳩合も記入する

3 1及び2以外の弁護士業務（契約書の起案等株主総会等の立会傍聴その他の弁護士業務）

(il2) Iﾉ､l容側には，実体仏|")IIII題点，聴取技術・蜜1.l･調査方法， 弁護|:"fIM I:号瞳した点についてjm'11

記人-I-"

4事務職員の業務（事件簿， ファイリング，文書管理，記録の保管，裁判所等との連絡事務，依頼

者・顧問先データ管理会計処理等について修習した場合）

－35－

1i:|'|:？ ！ 手続 内 存 間迦点及びそり)険討1l;果弊 起寮

番圀． Iﾉ1 が 問題点及びその検討結果等

内 拝 問題点及びそり)検討･結果等



Ⅱ刑事弁護

1 被疑者弁護

「HI41 診沓制’ )別」 （ﾉ） 『杏認lには， ・部行I;2,を含む

「斫動の具体的| ﾉ1'存｜ には，接見，身体拘束か!､｣(ﾉﾉ岬放に|ｲﾘけたhⅧj,被疑荷や|弾l係間｡とり)liIi

接， 示談交渉，検察'|‘1. ’とり)lili談，起案（雅抗;jfIII ,'/:諜淳の裁卜ll所捉III1Iドliliだけでなく， 弁繊ﾉﾉ．針

j<'|ll1魍点にifh-z|:締､|メモも含む）惇の柵喫をi泄人弓I-る

い
Ｑ
Ｕ
Ｊ
ｊ
６

〃
″
■
０
、
、

Ｑ

Ｈ

ｌ

⑩

』

2被告人弁護

－36－

蘇り． @II:件#'!
|: I I' I ･

行,栂Iﾉ)別
祇動の災体l'I(JIﾉ､l '存 |lll迦j’(上-そゾ)険!;､|結果惇

(口少年)

('l 'i1"

う回

。､'i$)

rl l' l l' |

niff!;8

(［]少年）

(口| }1選

．私選

一
↓
］ 番）

nI(I I' l

司
〃
心，

●
。
●
▲
６
巳
守Ｉ

．
‐
、
も
０
９

(□'ﾚｲ|ﾐ）

(Dl 'i1i"

1個

． 爵）

□|' ｜ |' ｜

□if両泌

爵号。 謂件名
''1 ｜』 I ．

"ｲく今9
1 1 1山t‘, (ﾉ)別

活動の興体的|人l '存 llIl魍点とそゾ)鮪､|結果等

(．卿

。私選）

| ］|'| |' ｜

｢ ・イく；〃
← 』 I I 1Ijじ、

(．'Ⅸ1選

~]私撰）

□|‘｜ |' ｜

n杯I沼



被跿街･段階か'､ﾉ閲ﾉ ,した伽lfﾉ､については， 被溌荷･弁護樅|ひ)肝り-を証人寸・る

『 I'I I(1 ･ ff!;8'.')>)II｣ ' ') rff!;2｣には， 部否認を称む

I7動(ﾉ)具体的|ﾉ1容にlt,接兇，保釈請求， 公､|;llil':1i# (ii' l拠検討， ノノ針検討, ",l場兇か，被11r

ノ､悴とし')打介せ,"IMlil';IIW) ,示談交渉， 公判l)iI幣雌や公､lill,、('バン会い， ，世焦（保帆;伽k善， が

耐‘嬰旨等;/)".|;lllﾘ『提出,ifliliだけでぷく， 弁護方il･や問題点に関言|､ろ検討メモ#,含む） ゾ)概要を記

ﾉ､-j-る‐

(ili) １
ワ
ー
３

3少年付添い

! |' I IJ I ・否認し')別」の「符i淵」には， 部否認を含伽

I斫勤の具体的内'容一にIt. 少年と〔ﾉ)Im会，身体拘火力､らの解放に向けた活動．関係門･とび)面

接， ，I〈I淡交渉，洲街'自.や裁､|;ﾘ'､．とり)面会，群､|§ﾘ準備(!氾録検討， ノノ･針検討，現場見分，証ﾉ､や関係

荷弾L(/)打合せ，尋問雌備弾) ,起案(,懲見楪竿{"放判所提l ll#:: liliだI｝でなく， ノノ針や間迦,II,(に関

する検討メモ＃,含む"）茅び)慨喫を記人気I-ろ．

い
、
■
ｊ
ｑ
Ｏ

Ｆ
〃
■
０
、

１
１
ワ
今

－37－

([11 141jf

1W選）

□|‘ |白

□ I

〃
心

・
芸
艸

濡号． M:f 】
|皇1 1坐1 ．

iｲf認0)別
活動ぴ)具体的|人I存 |＃1題点とそぴ)検討結災弾

）

躍
進
帷
″
．
．

ｉ

口自白

ロ汚認

(nl '<I)x

司〃､選）

ｌ
刈
心

，
に
Ｉ
誉
艸

１
Ⅱ
Ｉ
一
、
１
４

４

１
０
６

イ
Ｌ

□
□

([l l '41jif

二l私避）

U向lll

口秤



Ⅲ民事・刑事共通

1 講義講演，見学及び模擬裁判その他等

－38－

jfl l l I術師・兄'， :先導 な内容



2振り返り

(il{) 導入ll銭↓サチェックシート‘′)記救を見直し，禅人修習中に感じた|11 (_L,ﾉ)1渓題について． 分野別文務修

稗を皿じて課題を感じた半項に変化があったか否か， 新たに感じた課迦も含y)そｵlらり)縦題について

分野別実務修習や|Ifl!lﾘlllll !|｣ﾘ)H'γ: |,|修でどのkうに取り組んだかを振り返り， ‘糾迦を解消できた穐度

や盤された課題等についても記粒してください

－39－

課魎を感じた事唄 修粁｢'1の取組|ﾉ､I存等
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令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

1紺．

向井汽人 （民雄）

結城真・郎 （刑裁）

教‘宮 近嵐晃司 （検察）

中野
一－

久保|ﾉﾘ

剛 （民弁）

浩嗣 （刑弁）
Ⅱ

’ ’ 番号｜ 氏
1

番号 氏名 配属地班 々
f． 配属地|別番号 氏

〃
画 配属地班

腰‘

芦

|｜ 蟹 踊醐

｜ 棚繍薫

X垂削

｜ ’｜ ’
**

認

■● －－

■…

’
函3．

｡

￥ ．

・令和3年l l ll l211 ,氏名欄記城の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁謹士会と定めた。

・令和3年1 1月12R, 本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めた、
・身上報告書により，又は1 1月1 （)日までに書面によりIn姓又は通称使用の申IIIをした者に対･して
は， 1 1月12Hから‘氏斜欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する､
なお，身分・旅費法に雄づく請求鰈については使用の対･象とならない，

」－
’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

2組

'1､西慶一一 （民放）

高森宣裕 （刑裁）

教′肖 順平

哩成

ME

ド
ー
一
脚

小
山
韮
同

(検察）

(民弁）

(刑弁）術jl l

風地'班|藩号 氏番号 氏 名 配属地|J，配属地|別 名 ｜配属地|剛
〃
恒番号、 氏

鑑…

鯉蹴？ ，銅f批

駕蝿算懸爵

歴1

盛蹴

1.灘,,v 諏

１
１

－－－－－

ｌ
’

’
－－

誰 騨一

砥噛

…

I ｜

’

－↓－ ーー

・合和3年1 1月12tl ,氏名柵記II戎の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棚記載の修習地に所

在する地方裁､'1所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた．
・令FI I3年1 1月12日，本名簿記裁のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身'二報告書により，又は1 1月10日までに薔面によりII]姓又は通称使用の申出をした者に対して

は, 1 1月12日から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開飴する。
なお、身分・旅費法に雄づく請求蝉については使用の対象とならない．

－－



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

3組．

安岡
－

近藤

尭香子

和久

成美

百亜

順一・

(民栽）

(刑栽）

(険察）

(民弁）

(刑弁）

教頂 有吉

黒松

今西

’ ’藤号 氏名 ｜配属地|班
“
ロ 番号 氏名 ｜配属地剛’番号 氏 配屈地馴

懐

e

職
I

一一

－

蒲％藤

÷－

｜f罰卓'課
！ ‘

~T
L一

・令和3年1 1月1 2日，氏名欄記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棚記載の修習地に所
在する地方裁l1所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・令和3年1 1月1 2FI ,本名簿記縦のとおり組・番号及び修習班を定めた．
・身上報告書により，又は1 1月10日までに書面により旧姓又は通称使用の申出をした者に対して
は, 1 1月12日から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお，身分・旅費法に艇づく請求等については使用の対象とならない，



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

4紺．

樋口 真貴子 （民裁）

林欣寛
一

松尾円

(刑裁）

教'白 (険察）

川畑大'姉 （民弁）

実野現 （刑弁）

欝号 氏名 ｜配属地|班 ’ ’
"
T~1 番号 氏

一

々
口番号 氏 配屈地班 配属地」J1

－－－ーｰーｰ－

グ厩jも
、里 ゅ申

郵迦

f唾鎧

ｌｌ
Ｌ

ｌ

撰鰐 擬噸濁職騨 醗轆 十一十一

｜’

『血

T

l
ー

T

L

‘
､ ■ 1
‘
､ ■

－1－

1－－斗1－－斗
鉾
辿

・令和3年1 1月12H,氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁誰上会と定めた。
・令和3年1 1月1211，本名簿記救のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身k報告書により，又は1 1月10日までに書面により旧姓又は通称使用の申出をした昔に対して
は, 1 1月12日から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する”
なお，身分・旅費法に朧づく請求等については使用の対象とならない、

１
１

｜

’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

5組

||鳥|紀

大介

知之

中武 (民裁）

(刑裁）

(検察）

伊藤

中畑教官

小林

村井

彩子 （腿弁）

宏彰 （川井）

’ ’番号 氏名 配属地別 番号 氏 名 配属地馴番号。 氏名 配属地班

－‐ ｜
’

｜

Ｆ
Ｉ
Ｉ

｜

Ｆ
Ｉ
Ｉ

；鯖

醜

：i砺函稔虻

、L~

！&望hIr6輯i,説罰

顕 獣棚錨蕊嬢耐蕊蕊
11I

◆ 一◆ 一

ri‐

１
１１

伺

鰯遜迩

－－－－

・令和3年1 1 j-l l 2H,氏名欄記栽の各司法修習生の実務修習の場所をI配属地柵記裁の修習地に所
伍す-る地方数､ドIIIJT,地方検察庁及び所在弁謹士会と定めた‐
・令和3年11H12日，本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めた。

・身|報告書により，又は1 1月10日までに書面によりll.l姓又は通称使用の申|||をした背に対･して
は， 1 1月121]から，氏名欄記救のとおりIH姓又は通称使用を開始する
なお、身分・旅費法にji!きづく請求等については使用の対象とならない』

’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

6組

片lll lIW二 （民裁）

薄井真由子 ()|:ll")

坪井慶太 （検察）教官

深灘勲 （民弁）

飯田豊浩 （刑弁）

’ ’番号 氏名 配属地|班番号 氏
〃
ロ 配属地|班 番号 氏

々
口 配属地別

凹型'：

鰍郷1

髄ﾘ鰯;澱;認j囎嘘

胃鋤

翻 燃職識熟 欝謝蝿

静、

繩》

鼬

鱸 。銅#’
－－＝ ●－

－

一十
１
－

－
１
↓卜

」－

斑琵ヤ ’3鱒

・令和3年1 1月1 211 ,氏名棚記栽の各司法修習生の実務修習の場所を配屈地柵記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁誰士会と定めた、
・令和3年1 1月12日．本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めた．
・身上報告書により，又は1 1月1 O日までに書面により旧姓又は通称使用の'l:'出をした者に対して
は， 1 1月121 1から，氏名欄記栽のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお，身分・旅費法に雌づく請求等については使用の対象となら厳い



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

7紺．

世森

増尾

亮次 （民裁）
署
不 (刑裁）

教官 ６向
Ⅸ
比
脚
少
唯
一
小
馴
史

侭胤馴
一
剛

(検察）

(民弁）

五烏丈裕 （刑弁）

’ ’ 配属地|〃’番号． 氏 "11 需号 氏
ケ
ロ配屈地珊

I

配属地I別 番号 氏
〃
や

職釧 曽雪

鳶縛1曇 迩I

雛 、蝿 麓 滅

鯛’i禄

灘？ 謬瀕

＃函 鐸?nIx 黙』 彫

醗 熟も

” 静 闇蝋 態鰯職
‐点

咽j織

．珍屡Z

1

砲ロ 妬

－情－－
11－

蒼郵 r電

’ I

・令和3年1 1 jl 1 2日，氏名柵記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棚記載の修習地に所
在する地方救判所，地方険察庁及び所在弁誰士会と定めた。
・令和3年1 1月12日，本名簿記城のとおり組・番号及び修習班を定めた．
・身上報告書により，又は1 1月1011までに書面により旧姓又は通称使用の申州をした者に対して
は， 1 1月12日から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお，身分・旅費法に雌づく請求等については使用の対象とならない

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
－

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｂ
Ｉ
Ｉ
」



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

8組

棚
卿
一
冊

榊
一
》
肝

(民裁）

(刑厳）

(険察）教‘自

田｢I1

高津

秀幸

尚美

(民弁）

(II:ll弁）

’
1

’配属地|班番号 氏名 配属地馴 番号 氏名 番号 氏
々
画 |配属地Iり’

トー0

ー

爵鐵

‘灘 i《麺 蝉

柊囮

凶乳

今

f

kJ

||

識ﾘル －－－ －

跡K W竃乳 瀦副
Z

●

－－ －

蹄毎I 伽目 ＃観3 “

－

b－－

’１
１
１
‐
Ｉ
‐
」

一一●

・令和3年1 1月12日，氏名欄記ﾘ|世の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵記載の修習地に所
在する地方裁判所‘地方検察庁及び所在弁護l:会と定めた。
・令矛I 134F1 1 月12日，本名簿記粒のとおり紺・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月10日までに書而により旧姓又は通称使用の申出をした者に対して
は， 1 1月1 2日から、氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する
なお身分・旅費法に蕪づく請求等については使用の対象とならない，

■■■■■■

’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

9組

加燃 聡

和彦

(民裁）

(刑鮫）小畑

教官 川西爺 （検察）

阪本智宏 （民弁）

屋宮昇太 （川井）

’ ’番号’ 氏名 配属地別 番号 氏
々
掴番号。 氏

”
口 配属地別 配属地’1

－■一■

§
〉

飛

熟
”

混
翻
獅

函
聡

蝿
朧
睡

散

忠
笈

騨
芯

纈
繩
謝
稻
錨
斑
瀬
猫
聯
醗
錘
蛎
識
蝋
聯
騨
識
哩
鵬
唖
卿

；

可 －「

－●

’

｣

・令和3年1 1月1 2FI ,氏名欄記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棚記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた．
・令和3年1 1月1 2Fl .本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月10日までに書面により旧姓又は通称使用の|ド出をした許に対して
は, 1 1月12 1｣から‘氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお，身分・旅費法に雄づく請求等については使用の対象とならない，

’
’

_」‐
’

一一一､-－



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

10組

ド破大輔 （民裁）

#l1l谷泰暢 （刑栽）

教'宮 位川義弘 （検察）

鈴木成之 (民弁）

liil lll 浩志 （刑弁）
｢

’

’番号 氏
〃
仁 配属地助 番号 氏 名 配属地班 需号 氏 〃

仁I 配属地肌
ー＝ー－－ー－－

■

卜廊t ，萱壁

閲剥

雨弄荊

が
荊

旺

Ｐ

●

己

謎員

麺窪溌『

＃一一

噛避毎

‐ 難議§ －－ －－

一生一生

ﾛﾛ

鷺 卿 i蝋 －－

’’
→→

一一

拶｛

－－

・令和3年1 1月1 2日，氏名柵l記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・令和3年1 1月12日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1 jl lO日までに書而により旧姓又は通称使用の申出をした者に対･して
は, 1 1"12日から、氏名,側記救のとおり旧姓又は通称使用を開始する
なお‘身分。旅費法に蕊づく請求等については使用の対象とならない，

‐
｜

｜ ’

I



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

1 1#ll .

森健 (民裁）

佐藤傑

堀越催

(刑裁）

教腐 (検察）

西畑博仁 （民弁）

久保有希了･ （刑弁）

’ ’番号 氏
々
ロ 配属地班 番号 氏 名 配属地|趾I 番号 氏

々
ね 配属地班

購 錐

‐
f懇

I詰錘

鷲湧 窓闘

●

撒爽 澱

－－－－－－－－

噌謎討
弄％”、

→一一一→一一一

－－－一一~~~→ー－－~一一一一一－－－一一~~~→ー－－~一一一一一 一丁一一一一一丁一一一一
羅浦

－－

縢麺
一一

I鯉 ＃竃
－－

、令和3年1 1月1 2 1｣,氏名‘側記披の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棡記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた‐
・合和3年1 1月1 2R,本名簿記城のとおり組・番号及び修習班を定めた。
。身上報告書により，又は1 1月10日までに番miにより|口姓又は通称使用の申出をした者に対して
は, 1 1月1 2Rから、氏名欄記救のとおり旧姓又は通称使用を開始する
なお，身分．旅f'i法に基づく請求等については使用の対象とならない，

｜ ’

■

｜

’

’

｜
I

｜ ’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

12組

謙也

大介

(民裁）

(刑裁）

(検察）

鈴木

伊藤

教官 '1,野寺明

佐藤雅彦 （民弁）
－

（刑弁）宮村啓太

’ ’ 番号 氏名 配属地馴
〃
ロ 配属地|別I妃属地剛 番号 氏

々
口落号 氏

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

1

東京’
東京

東京東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京｜

東京
一

東京

東京

東京」

東京

一一一

東京
I

東京
－

東京

糀
鯨
一
順

東京

一室室」
東京
一－

東京，
－一一

， 東京i
一一

東京

一一一一一

|－東京

瓶京

－

1

－－

’
一東京

東京

蝿京
一

東京
一

東京

巴

東京
I －－－－_L一一

東京東京

・令和3年1 1月1 2H,氏名柵記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵l記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・令和3年l 1 j1 12H‘本名簿記載のとおり組。番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月1 0日までに普面により旧姓又は通称使用の申出をした者に対して
は， 1 1月12日から，氏名欄記救のとおり旧姓又は通称使用を開始する
なお身分・旅費法に紙づく請求鰈については使用の対象とならない、



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

13組

安岡美香子 （民哉）

結城真一郎 （刑裁）

教篇 松尾円 （検察）

中野m11 (民弁）

今西順一 （刑弁）

’1 番号 氏 Ｉ
々
仁 配属地111番号 氏名 配属地馴番号 氏 〃

仁1 配属地班

順
一
聯

蝋京
卓
Ｇ
Ｉ
、
ｑ
ｏ
■
。
、

。
■
凸
Ｔ
Ｆ
ｇ

ｌ
ｒ
〃

ず
１
〆
レ
ト
／東

梗～

東京

東京東京東京

東京

東京

東京
一＝一－

束京
一一一

束京

東京
一-一~--→

東京」
_i__ ｣ _ 1

東京

鰊

東京

一
煎
一
航

11 Ⅱ

東京東京

東京東京
一一

東京

誉
東京

東京

東京

一＄－』ロロ ･

蝋尿

東京

東京東京東京

東京

東京

東京

東京

東京鯆
一
鯨
一
鮪

東京

東京

東京

鯨
一
献
一
航
一
期
一
鰊
一
脈

－1東京

東京
一 一

蝋京

東京
－－－－ ----↑-----

東京’
I

東京東京

・令和3年1 1〃121言| ，氏名棚記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地側記載の修習地に所
在する地方識､ l1所‘地方|撹察庁及び所在弁護士会と定めた。
・令矛1 13年1 1月121｣ ,本名簿記城のとおり組・番号及び修習班を定めた。
。身上報告書により，又は1 1月1 0Hまでに書面により旧姓又は通称使用の申出をした者に対･して
は, 1 1月12日から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始す-る。
旅お身分・旅費法に雄づく請求等については使用の対象とならない」



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

14組

、

裕

ＪＰ一
生
一
層

一
日
一

向井

高森

鈴木

小林

(民裁）

(刑裁）

(検察）教'自 香代子

形子 （民弁）

高津尚美 （ﾙl1弁）

|配属地,班’ ’ 番号 氏 ケ
1二J番号 氏名 配属地別

〃
ロ |配属地|班番号 氏

一 申一

’

’
腱蝿

鞆

垂』卓

裏､豆

蕊轆粥
I

戦驚

I’

ロ

鰯鰯

罵釣

《1鯲 鋤躯
！

｜ ｜， ’

-L-+1.‐ ‐ ． 』

－

2髭迦
塾‘； 壁W

'一蝦

噂認●

｜ ’L
Ⅱ■

・令和3年1 1月1 2fl ,氏名柵記載の各司法修習生の実務修習の場所を|妃属地|IMI記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方険察庁及び所在弁謹l:会と定めた。
・令和3年1 1月121 1 ，本名簿記減のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身し報告書により，又は1 1月10日までに蕃面により旧姓又は通称使用の申||}をした者に対して
は， 1 1月12に|から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお身分・旅費法に雄づく詰求等については使用の対象とならない、

’

｜ ’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

15組

片山

佐藤

秋間

川畑

博仁 （民裁）

傑
一
俳
一
剛

(刑裁）

(,険察）

(民弁）

教官

布川佳正 （刑弁）

’ l’ 番号 氏名 ｜配属地班番号 氏名 配属地別 氏名番号 配属地班

蕊 饗鷺 擬蝿 識
II

勺

繍蕊謹蕊蕊蕊 蕊睡
、験

’

｜

｜
’

｜

｜
’

k』篭』M§ 鳶
職 識綴聾¥ 蔓溌 蝿

;認

脚 懸購

罫」

－」－」

瞳繍
－L－L

驫 測

''一 －－ －1－1
一一

ｊ

■

■

９

８

１

１

１

１

０

．

９

６

。鰯 F蝋？
蕊M

’’…
’

一
’

一

今今

11
ー

－

｜ ’｜
ー一一一

・令和3年1 1月1 21 1 ,氏名欄記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵記載の修習地に所
在する地方栽判所，地方検察庁及び所在弁謹士会と定めた，
・令和3年1 1 1:1 1 2日，本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月10日までに書面によりlu姓又は通称使用の申出をした者に対して
は, 1 1月12日から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお，身分・旅費法に雄づく請求蝉については使用の対象とならない



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

16組

行廣浩太郎 （民放）

薄井真由子 （刑裁）

教官 浦岡修子 （検察）

西kllI 博仁 （民弁）

石儒有悟 （刑弁）

’’ 配属地|班番号 氏番号｜ 氏名 ｜配属地’’
々
ロ番号 氏

々
ロ 配屈地｜班

一一一

岬
一
嚇
一
伽

幟浜|髄浜

俄浜 |撹浜

|黄浜蠅
一
繩

’
’
１ 横浜

一

機浜
L横浜

樅浜 ’横浜

|澁浜横浜

険浜横浜

|競浜俄浜

俄浜横浜

検浜

横浜

検浜

l
F

慨浜 横浜
－－

樅浜髄浜

i 恢浜 械浜

横浜

椣浜

険浜
l_

’

1
’ 幟阪

織浜
｜ Ⅲ ［

_L

ー －

横浜 幟浜
－
十

械浜
一

樅浜

’

’
リ

I

－－

1
●

縦浜

ー’

|撹浜 横浜

・令和3年1 1月1 2H,氏名欄記俄の各司法修習生の実,勝修習の場所を配屈地柵記載の修習地に所

在する地方裁判所｜地方検察庁及び所在弁護｜会と定めた。
。合和3年1 1月12H,本名簿記敬のとおり組・番号及び修習班を定めた。
。身上報告書により，又は1 1月10Hまでに齊而によりIn姓又は通称使用のll ' ll1をした者に対･して

は1 1 1月121 1から‘氏名欄記救のとおり旧姓又は通称使用を開始する，
なお．身分・旅灘法に購づく請求等については使用の対象とならない，



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

17組

加藤 聡

美紀子

(民城）

(刑裁）渡辺

教'肩 坪井慶太 （検察）

原任｜ 史緒 （民弁）

中野大仁 （刑弁）

’ 番号 氏
〃
ね |配属地班番号 氏名 配属地別配属地別番号 氏

〃
ロ

さいたま さいたまさいたま
ー

さいたまさいたま

さし､たま

さいたま

さいたまさいたま

さいたま

さいたま｜
一

さいたま

さいたま
卜

|さいたま
さいたま
一

|さいたま

さいたま

さいたま
一

さいたま さいたまさいたま

さいたまさいたまさいたま’

さいたま’
一＝

さいたま
卜

||さいたま
さいたまさいたま

さいたま さいたま’ さいたま

さいたまさいたま’さいたま’さいたま

さいたま さいたまさいたま

さいた童｜
さいたまl
－

さいたま’

さいたまさいたま

－~－－L－さいたま｜
－

さいたま’
－

さいたま’
－

さいたま’

こ．
－－一

さいたまさいたま

樫
一
筐

１
回
‐
信
掛
」

さいたま

弓

｜

｜
}

さいたま
－－

さいたま

1 1

さいたまさいた主
一 一

さいたま’ さいたま

||さいたまさいたま’
『
１
１
１
９

’
十
エ

｜
淀気さいた主

ロ

・令矛l 13年1 1月1 21],氏名棡記戯の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵記載の修習地に所
在する地方裁判所、地方‘険察庁及び所在弁護1会と定めた←
・令和3年1 1〃12日，本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めたｰ
・身上報告書により，又は1 1月10Rまでに書面により旧姓又は通称使用の申出をした背に対して
は， 1 1月1 2Hから，氏名欄記救のとおり||-|姓又は通称使用を開始する.
なお，身分・旅費法に腿づく請求弾については使用の対象とならない，

’



令和3年度（第75期）司法修習生クラス名簿

18組

|遡口真尚子 （民裁）

近藤和久 （刑裁）

教'自 近嵐晃司 （検察）

中井淳 （民弁）

村井宏彰 （刑弁）

’ ’
1

氏名 ｜配属地|助番号 ,配属地|，’
〃
1コ 番号 氏 ″

1コ番号 氏 配屈地切
－

F葉 ｢･葉 棚
礫
一
徽
礫
縦
礫

礫
一
縦

千葉

1二葉

礁
一
佛
礫

千葉

壬墓I ’
F葉

千葉千葉

千葉F葉

F葉F葉

-F"

F葉

｢葉’千葉

|千葉F葉

F葉

慨
一
礫
礫
一
礫

F葉
÷－

千葉

F葉
L－‐

眺
一
礫
一
礫
一
礫

千葉

下･葉

F粟

’
千葉

・令和3年1 1月12H,氏名柵記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地,IM記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護l:会と定めた。
・令和3年1 1 ）1 12日、本名簿記粒のとおり組。番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月10日までに苔I繭により''1姓又は通称使用の叶I州をした者に対して

は， 1 1月1 2Rから，氏名柵記栽のとおり旧姓又は通称使用を開始する
なお‘身分・旅費法に雌づく請求等については使用の対象とならない，
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19組

中武 i:11紀 （民裁）

河本雅也 （刑哉）

義弘 （検察）教官 笹川

鈴木成之 （民弁）

岡田浩志 （刑弁）

番号 氏名 配属地班 ’ 番号 氏名 ｜配属地|班 悉号 氏 名 配属地馴

－｜ 大|坂’ 大阪
大阪 大阪

大阪

大阪大阪

大阪

大|坂

’大阪

大阪

大阪

ﾉ<阪

I
大阪

■ ロ

大|坂

大阪

大阪

大阪大|坂

大阪
一

大阪

大阪｜

一天『｜
大阪，

大'仮 ｜
大阪

大阪
‐
１
１
１
‐
－
１
‐
Ｉ
‐
ｌ
ｌ
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・令和3年1 1月12日，氏名柵記救の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棡記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた，
・令和3年1 1月12日，本名簿記粒のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月10日までに書面により旧姓又は通称使用の申州をした者に対して
は, 1 1月1 2Rから，氏名欄記救のとおり旧姓又は通称使用を開始する、
なお．身分・旅費法に雄づく請求等については使用の対象とならない，
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・令和3年1 1月12H,氏名欄記栽の各司法修習生の実務修習の場所を配属地柵記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁誰士会と定めた。
・令和3年1 1月12日、本名簿記栽のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身'二報告書により，又は1 1月10日までに書面により旧姓又は通称使用のI｜I出をした者に対して
は， 1 1月1 211から，氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する。
なお＃身分・旅費法に雄づく請求等については使用の対象とならない，
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・令和3年l l ll l 2I:1 ,氏名柵記載の各司法修習生の実務修習の場所を配屈地柵記載の修習地に所
在す-る地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた、
・令和3年1 1月12日，本名簿記救のとおし)組・番号及び修習班を定めた。
・身l鴬報告書により，又は11月10日までに菩面により旧姓又は通称使用の申出をした者に対･して
は， 1 1月121=1から↑氏名欄記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する．
なお，身分。旅費法に雄づく請求等については使用の対象とならない，
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・令和3年1 1 )1 1 2H,氏名,|側記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棚記載の修習地に所
在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた．
・令和3年1 1 11 12 1 | ,本名簿記栽のどおり組・悉号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は1 1月10日までに書面により|｢I姓又は通称使用の申IIIをした者に対して
は， 1 1月121｣から，氏名棚記載のとおり旧姓又は通称使用を開始する、
なお身分。旅費法に雄づく請求等については使用の対象とならない。



'零i…加仙":”
現時点で連絡先の届出が未了の修習生は，本日中に連絡先の届出を

してください。

夕


